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三

規
　
　
　
則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
九
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
号

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
五
第
三
項
第
五
号
中
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
二
条
第
五
項
」
に
改

め
る
。

第
四
十
条
の
八
の
二
第
二
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
対
す
る
通
知
」
の
下
に

「
又
は
法
第
十
七
条
の
二
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
対
す
る
通

知
」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
十
九
号
の
四
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
 
備
考

1 
こ
の
通
知
書
は
、
特
別
区
又
は
市
町
村
に
お
い
て
徴
収
し
た
個
人
の
都
民
税
を
特
別
区
に
あ
つ
て
は
東
京
都
指
定
金
融
機
関
派
出
所
又
は
都
出
納

員
に
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
東
京
都
指
定
金
融
機
関
、
東
京
都
指
定
代
理
金
融
機
関
若
し
く
は
東
京
都
公
金
収
納
取
扱
店
又
は
都
出
納
員
に
払
い
込

む
場
合
に
お
け
る
払
込
通
知
書
に
用
い
る
こ
と
。
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収
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7の
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規
定
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基
づ
き
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徴
収
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と
な
る
年
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い
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。
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。
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)内
に
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分
離
課
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に
係
る
収
入
額
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内

書
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。
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年  月  日  

年度都民税(個人)調定額報告書 

  特別区  
市町村  

（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
列
４
番
） 

 
 

区分 

都民税調定額 特別区民税・市町村民税調定額 都民税、特別

区民税、市町

村民税調定総

額 

森林環境税 

調定額 
均等割 所得割 計 均等割 所得割 計 

税額 税額 税額 件数 税額 税額 税額 件数 

徴

収

分 

普

通 

現年度分 
円 円 ①    円 件 円 円 円 件 円 

⑥ 

翌年度分 

     円 

過年度分     ②           ⑦ 

特
別
徴
収
分 

給 与 

現年度

課税分 

現年度分     ③           ⑧ 

翌年度分                   翌年度分以外 

⑪ 前年度課税分     ④           ⑨ 

計                   

 老齢基礎

年金等 
現年度課税分     ⑤           ⑩ 

合計                    

納税義務者数 
都民税、特別区民税、市

町村民税調定総額に対す

る都民税調定額の割合

(特定按分率) 

 

  

 

都民税、特別区民税、市

町村民税、森林環境税調

定総額に対する都民税調

定額の割合(特定按分率) 

 

 

地方税法第47条の納税義務者の数 

区分 

普通徴収分 特別徴収分 
当該年度4～6月に新たに賦課決定した

納税義務者の数         人 

 

当該年度4～6月に賦課決定を取り消し

た納税義務者の数 

平成19・20年度賦課決定分    人 

平成21・22年度賦課決定分    人 

平成23年度以降賦課決定分    人 

現年度分 過年度分 給与 老齢基年金等 

均等割額のみの者 人  人 人 人 

所得割額のみの者        

均等割額及び所得割額の合算額の者        

  
合計        

 備考1 この報告書は、毎年6月30日の数値に基づき、7月10日までに提出すること。 

   2 調定件数は、普通徴収に係る分にあつては納税通知書数(納期を4期に分けた場合は4件とする。)を、特別徴収に係る分にあつては、特別徴収義務者の納入回数をそれぞれ記載するこ

と。 

   3 「特別徴収分」のうち「老齢基礎年金等」とは、法第321条の7の2の規定に基づき特別徴収の対象となる年金をいうものであること。 

   4 「現年度課税分」のうち「現年度分」、「翌年度分」とは、当該年度に課税したもののうち、地方自治法施行令第142条の規定により「当該年度の収入となるべきもの」、「翌年度の収入

となるべきもの」をいい、「前年度課税分」とは、同条の規定により「前年度に課税したもののうち、当該年度の収入となるべきもの」をいうものであること。 

   5 「納税義務者数」の「特別徴収分」の欄には、当該年度に課税した都民税に係る納税義務者数をそれぞれ記載すること。 

   6 「納税義務者数」の欄については、給与からの特別徴収と他の方法による徴収との併徴の場合は「給与」の欄に、その他の併徴の場合は「普通徴収」の欄に、それぞれ名寄せして記

載すること。 

   7 「地方税法第47条の納税義務者の数」の欄において、「当該年度4～6月に賦課決定を取り消した納税義務者の数」は、平成19年度以降に行われた賦課決定を取り消した場合(当該年度

に行われた賦課決定を取り消した場合を除く。)に記載すること。 

①＋②＋③＋④＋⑤ 

⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩＋⑪ 

①＋②＋③＋④＋⑤ 

⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩ 

第２９号の４様式（第８条の３関係） 
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附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
五
条
の
五
第
三
項
第
五
号
の
改
正

規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
別
記
第
二
十

九
号
の
二
様
式
、
第
二
十
九
号
の
四
様
式
及
び
第
二
十
九
号
の
五
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存

す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
九
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
一
号

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
三
百
二
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
四
項
中
「
附
則
第
八
条
第
六
項
」
を
「
附
則
第
五
条
第
六
項
」
に
、
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
を
「
附
則
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
附
則
第
八
条
第
七
項
」
を
「
附
則
第
五
条
第
七
項
」
に
、
「
附
則
第
九
条
第

二
項
」
を
「
附
則
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
五
様
式
中
「

 

 

合
計
 

均
等
割
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
得
割
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

納
税
義
務
者
数
 

地
方
税
法
第
4
7
条
の
納
税
義
務
者
の
数
 

 

」
を

「

 

合
計
 

均
等
割
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
得
割
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

森
林
環
境
税
調
定
額
 
翌
年
度
分
 

円
 
翌
年
度
分

以
外
 

円
 
合
計
 

円
 

地
方
税
法
第
4
7
条
の
納
税
義
務
者
の
数
 

納
税
義
務
者
数
 

 

」
に
改
め
る
。

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
九
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
二
号

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
修
学
資
金
の
部
十
四
の
項
及
び
別
表
第
二
修
学
資
金
の
部
十
四
の
項
中
「
五
二
、
五
〇
〇

円
」
を
「
五
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第

二
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
の
申
請
に
係
る
女
性
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
の
申
請
に
係
る
女
性
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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